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令和４年１２月 令和４年度第９回 姶良市農業委員会総会 議事録 

 

１.  開催日時 令和４年１２月２７日（火） 午後１時３０分～午後 3時 

２.  開催場所 蒲生総合支所 本館２階 大会議室   

３.  出席委員 農業委員 農地利用最適化推進委員 

 【農業委員】  

１番：小長野 誠     ２番：坂元 廣幸     ３番：本村 正一     ４番：福森 徳昭 

５番：牧野田 隆平  ６番：杉尾 敏憲     ７番：市薗 由美子   ８番：白尾 親昭 

９番：今村 逸子   １０番：野元 幸雄   １１番：堂前 澄男  １２番：西 泰行 

１３番：川島 兼次   １４番：内甑 達也   １５番：平 富士夫   １６番：岩元 律子 

１７番：松元 信道  １８番：夏田 恒     １９番：米迫 愼二 

欠席委員 （４番：福森委員）   

 

【農地利用最適化推進委員】 

１番：内村 幸雄   ２番：宇都 和義    ３番：扇薗 弘行     ４番：柚木 利雄 

５番：大重 孝司   ６番：上福元 克己   ７番：松永 政文    ８番：松元 健一 

９番：池端 隆志  １０番：新屋敷 幸一 １１番：中村 政芳   １２番：柳迫 勝美 

欠席委員 （３番：扇薗委員） 

 

４. 議事日程 

１.議事録署名委員の指名 

２.会議書記の指名 

３.議案第１号 農用地利用集積計画（貸借）の意見決定について 

４.議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の処分決定について 

５.議案第３号  農地転用事業計画変更申請について 

６.議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請の処分決定について 

７.議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について 

８.議案第６号  非農地証明願について 

９.議案第７号  農業振興地域整備計画の変更（除外）について 

１０.議案第８号 農地あっせん申出（借受 希望）について 

１１.       農地あっせんの経過報告 

１２.            農用地利用集積計画（貸借）の合意解約報告             

１３.            その他 

   

５．農業委員会事務局職員 

事務局長 ・ 事務局長補佐兼農地係長 ・ 農地係主査 ・ 農地係主事 

振興係長 ・ 振興係主任主査 
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令和４年１２月 令和４年度第９回姶良市農業委員会総会議事録 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 

ただいまから、令和４年度 第９回 姶良市農業委員会 総会を 

開会いたします。出席農業委員は、１９名中、１８名で、定足数

に達しておりますので、本総会は 成立しております。本日は、４

番、農業委員、が欠席であります。 

 

――― 会務報告 ――― 

 

それでは、会務報告について、事務局よりお願いします。 

 

〔事務局 説明〕 

 

――― 日程第１ 議事録署名委員の指名 ――― 

 

議事日程に 入ります。日程第１、姶良市農業委員会 会議規則 

第１７条第２項に規定する 議事録署名委員についてですが、議長

から指名させていただくことに、ご異議ございませんか。 

 

『異議なし』 

 

それでは、１５番 農業委員、１７番 農業委員に、お願いいた

します。 

  

――― 日程第２ 会議書記の指名 ――― 

 

つぎに、日程第２、会議書記の指名について、本日の会議書記 

には、事務局職員の局長補佐と、振興係長を、指名いたします。 

これからの議案の審議では、農業委員会法 第３１条規定の議事参

与の制限により、農業委員会の委員は、自己又は、同居の親族若

しくは、その配偶者に関する事項については、その議事に参与す

ることができないとなっておりますので、該当する事案の委員

は、審議開始から終了までの間、退席をお願いし、関係議案 終
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了後に入室・着席していただきます。なお、委員本人の方々の事

案については、事務局で把握できますが、それ以外の親族等につ

いては、把握ができませんので、規定により申し出ていただき、

退席等よろしくお願いいたします。 

 

――― 日程第３ 議案第１号（１４件） ――― 

 

それでは、日程第３、議案第１号、農用地利用集積計画（貸

借）の意見決定について、議題に供します。１番から１４番まで

について、事務局からの説明を求めます。 

 

それでは、議案第１号、農地利用集積計画（賃借）の意見決定

について、ご説明いたします。 公告日は、１2月２７日、契約

の始期は、１月１日を、それぞれ予定しております。 契約年数

につきましては、２年間が１件、３年間が４件、５年間が８件、

１０年間が１件、合計１４件、２４,８２８㎡となっております。 

内容につきましては、総会資料の２ページになりますので、ご確

認いただきたいと思います。以上で、第１号議案の説明を終わり

ます。 

 

それでは、これより、議案第１号、農用地利用集積計画（貸

借）の意見決定についての、１番から１４番までについて、質疑

に入ります。なお、１３番と１４番については、議事参与制限に

より、関係者がいらっしゃいますので、個別案件で質疑し、採決

いたします。１番から１２番までについて、質疑のある委員は、

挙手をお願いします。 

 

「質疑・意見なし」  

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号 農用地利用集積計

画（貸借）の意見決定についての、１番から１２番までについ

て、原案のとおり、決定することに賛成の委員は、挙手をお願い

します。 

 

〔賛成多数〕 
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賛成多数により、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定についての、１番から１２番までについて、原案のとお

り決定いたしました。それでは、１３番と１４番の関係者、５

番、農業委員の退席をお願いします。 

 

（５番 農業委員 退席） 

 

それでは、１３番と１４番について、質疑に入ります。質疑の

ある委員は挙手をお願いします 

 

〔質疑・意見なし〕  

 

それでは、お諮りいたします。議案第１号 農用地利用集積計

画（貸借）の意見決定についての、１３番と１４番について、原

案のとおり、決定することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第１号、農用地利用集積計画（貸借）の

意見決定についての、１３番と１４番について、原案のとおり決

定いたしました。５番、農業委員の、着席をお願いします。 

 

（5番 農業委員 着席） 

 

――― 日程第４ 議案第２号(５件) ――― 

 

次に、日程第４、議案第２号、農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定について、議題に供します。１番から５番までに

ついて、説明をお願いします。まずは、１番について、事務局の

説明を求めます。 

 

それでは議案第３号、農地法第３条の規定による、許可申請の

処分決定について、ご説明いたします。総会資料は５ページで
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す。今月の申請件数につきましては、５件となっております。先

般、各担当委員におきまして、事前調査がなされ、現地調査報告

書の１ページから調査書がございますので、審議の参考としてく

ださい。それでは、まず、１番につきまして、ご説明いたしま

す。譲受人、○○、譲渡人、○○、申請地は、増田の田が１筆、

面積は、８３０㎡、売買による所有権移転です。以上で説明を終

わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、推進委員です。調査報告いたします。 

令和４年１２月１８日、現地にて譲受人から聞き取りを行い、申

請地を調査いたしました。本人は４９歳、○○の職員。譲受人は

農業用機械なども、全て揃っています。まだまだ広げたいとの意

向を持っていました。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該

当しないと思われますので、許可相当と思われます。以上で報告

を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして、ご説明いたします。譲受人、○○、譲渡

人、○○、申請地は、中津野の田が２筆、面積は、３,５２４㎡、

贈与による所有権移転です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１１番、推進委員です。調査報告いたします。令和４年

１２月１９日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調

査いたしました。申請地については、よく管理されており、いつ

でも耕作ができる状態です。譲受人の労働力は３名であり、農業

用機械なども、トラクター、コンバイン、田植え機、乾燥機、軽

トラ等、全て揃っています。当申請は、農地法第３条第２項の各

号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。以上
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で報告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

３番につきまして、ご説明いたします。譲受人、○○、譲渡

人、○○、申請地は、住吉の田が２筆、面積は、２,３２３㎡、売

買による所有権移転です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１０番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１０番、推進委員です。調査報告いたします。令和４年

１２月１８日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調

査いたしました。譲受人と譲渡人の関係は、姉妹の関係で、譲受

人は、１７aの田を耕作しております。労働力は、本人と長男夫

婦で、農業用機械は、トラクター、田植え機、軽トラックなど、

全て揃っています。当申請は、農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。以上で報告を

終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

４番につきまして、ご説明いたします。譲受人、○○、譲渡

人、○○、申請地は、蒲生町北の田が１筆、面積は、３,０５３

㎡、売買による所有権移転です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１０番、農業委員です。調査報告いたします。令和４年

１２月２１日、現地にて行政書士から、聞き取りを行い、申請地

を調査いたしました。１０月の５条申請で許可が下りています農

地の残地と田であります。合計、約３０ａであります。農業用機

械はこれから購入します。田の耕運は委託し、コンバインや乾燥

機はリースでとのことでした。当申請は、農地法第３条第２項の
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各号に該当しないと思われますので、許可相当と思われます。以

上で報告を終わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

5番につきまして、ご説明いたします。譲受人、○○、譲渡

人、○○、申請地は、松原町の共有地で畑が１筆、面積の合計

が、５７㎡、売買による１０分の３の持分の移転です。所有権移

転です。○○氏は現在１０分の６の持分を所有し、今回の申請が

許可されますと、１０分の９の持分となります。残りの１０分の

１につきましては、後日、申請予定とのことです。以上で説明を

終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１７番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１７番、農業委員です。調査報告いたします。令和４年

１２月１６日、譲受人宅を訪問し、聞き取りを行い、申請地を調

査いたしました。譲受人は水田３７ａを所有しており、不動産業

も営む兼業農家であります。申請地は、譲受人が所有しています

畑に隣接しています。田の農業用機械なども、全て揃っています

が、５７㎡の畑なので、クワ、カマがあればできる規模です。当

申請は、農地法第３条第２項の各号に該当しないと思われますの

で、許可相当と思われます。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第 2号 農地法第３条の規定による許可申請の

処分決定についての、１番から５番までについて、一括して質疑

に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。議案第 2号 農地法第３条の規定

による許可申請の処分決定についての、１番から５番までについ

て、農地法第３条 第２項の各号に該当しないため、許可相当と

いう意見ですが、原案のとおり許可することに、賛成の委員は挙
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手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第２号 農地法第３条の規定による許可

申請の処分決定についての、１番から５番までについては、原案

のとおり決定いたしました。 

 

――― 日程第５ 議案第３号(２件) ――― 

 

次に、日程第５、議案第３号、農地転用事業計画変更申請の意

見決定と許可について、議題に供します。１番と２番について、

説明をお願いします。まずは、１番について、事務局の説明を求

めます。 

 

議案第３号、農地転用事業計画変更申請について、ご説明いた

します。総会資料は 7ページになります。今月の申請件数につき

ましては、２件となっております。それでは、1番につきまして

ご説明いたします。申請人は〇〇、申請地は、平松の畑の 1筆で

７４１㎡となっております。こちらの申請地のほうが、令和４年

１１月７日付けで、宅地造成とのことで許可を取得しておりまし

たが、今回、隣接地も取得し、一体での利用として、宅地造成の

４区画の計画へと変更になった為、事業計画変更の申請が提出さ

れております。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番、農業委員に、議案第４

号、農地法第４条の規定による許可申請の処分決定についての３

番とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補足説明

をお願いします。 

 

はい、１０番農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、南に、約１０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が畑、西が畑、南が私道、北が市道です。申請実現の確実性と

しましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件および



9 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としま

しては、許可意見であります。以上で報告を終わります 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきましてご説明いたします。申請人は〇〇、申請地

は、蒲生町北の田が２筆で、２,７３３㎡となっております。こち

らの申請地のほうが、令和 2 年 2 月 5 日付で、駐車場としての

一時転用として、令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

の３年間の許可を取得しておりましたが、令和２年度開催予定で

あった鹿児島国体が、令和５年度に延期になった関係で、一時転

用期間を１年間延期したいと、事業計画変更の申請が提出されて

おります。農用地区域内の一時転用につきましては、通常３年以

内でありますが、やむえない理由に該当するか、県からの判断を

いただいたところ、やむえない理由に該当するとのことで差し支

えないとの、確認を取っております。この後の５条申請において

も、改めて申請されており、そこでは、期間終了までに、農地に

復元することでの条件を付しております。以上で説明を終わりま

す。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員６番、推進委員に、議案

第５号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定について

の１３番とも関連がありますので、一括して調査の結果並びに補

足説明をお願いします。 

 

はい、６番推進委員です。調査報告いたします。農地区分は、

農用地区域内農地でありますが、一時転用に該当する為、問題あ

りません。申請地の位置は、○○から、北に、約４０ｍの位置で

す。被害防除現況としましては、東が農道、西が田、南が田、北

が農道です。申請実現の確実性としましては、令和２年２月に、

一時転用済であり、確実であります。条件および特記事項は、令

和６年３月３１日までに、農地に復元することであります。現

在、通常の隣接体育館の利用時においても、駐車場が埋まること

が多いとの事でした。総合意見としまして、転用許可基準の立地
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及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機

構への意見聴衆案件とし、現地調査委員としましては、許可意見

であります。以上で報告を終わります 

 

これより、議案第３号、農地転用事業計画変更申請の意見決定

と許可についての、１番と２番について、質疑に入ります。質疑

のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。議案第３号、農地転用事業計画変

更申請の意見決定と許可についての、１番と２番について、原案

のとおり意見決定と許可することに、賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第３号、農地転用事業計画変更申請の意

見決定と許可についての、１番と２番については、原案のとおり

意見決定と許可が、決定いたしました。 

 

――― 日程第 6 議案第 4号(4件) ――― 

 

次に、日程第 6、議案第 4号、農地法第４条の規定による許可

申請の処分決定について、議題に供します。１番から４番までに

ついて、説明をお願いします。まずは、１番について、事務局の

説明を求めます。 

 

それでは議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の処

分決定について、ご説明いたします。総会資料は、８ページでご

ざいます。今月の申請件数につきましては、４件となっておりま

す。それでは１番につきましてご説明いたします。申請人は○

○、申請地は、東餅田の１筆で、６２㎡です。農地区分は第３種

農地区分で、転用目的は駐車場で、音楽教室の駐車場として利用

したいとのことですが、始末書のほうが参考資料の１２ページに
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添付しています。内容は、令和３年１２月から、既に駐車場とし

て利用しています。追認での許可案件となっております。以上で

説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

については、第３種農地で、問題はございません。申請地の位置

ですが、○○から北東に約３００ｍの位置になります。被害防除

現況につきましては、東が私道、西が畑、南が畑、北が畑となっ

ております。申請実現の確実性でございますが、すでに転用済の

ため、確実であります。始末書も添付されております。条件およ

び特記事項につきましては、特にございません。総合意見としま

して、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現

地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終

わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきましてご説明いたします。申請人は○○、申請地

は、加治木町反土の１筆で、１,１４２㎡です。農地区分は第３種

農地区分で、転用目的は月極駐車場です。近隣の幼稚園等の月極

駐車場として利用したいとのことです。顛末書のほうを参考資料

の１７ページに添付しています。内容は、申請人が相続した時に

は既に駐車場になっており、経緯はわからないとの事です。平成

２６年頃からは駐車場になっていたとの事で、追認での許可案件

となっております。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

については、第３種農地で、問題はございません。申請地の位置

ですが、○○から東に約１０ｍの位置になります。被害防除現況
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議 長 

 

 

につきましては、東が宅地、西が市道、南が宅地、北が雑種地と

宅地となっております。申請実現の確実性でございますが、すで

に転用済のため、確実であります。顛末書も添付されておりま

す。条件および特記事項につきましては、特にございません。総

合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調

査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。以

上で報告を終わります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

３番につきましてご説明いたします。申請人は○○、申請地

は、平松の１筆で、７４１㎡です。議案第３号の１番と同じ申請

地であります。一体利用で、全事業面積は１,１８４㎡となってお

ります。農地区分は第３種農地区分で、転用目的は宅地造成で、

４区画の宅地造成を行いたいとの事です。以上で説明を終わりま

す。 

 

本件につきましては、議案第３号の１番で、農業委員より報告

済でありますので、調査の結果並びに補足説明につきましては、

省略いたします。次に、４番について、事務局の説明を求めま

す。 

 

４番につきましてご説明いたします。申請人は○○、申請地

は、加治木町小山田の１筆で、４,９５２㎡です。農地区分は農用

地区域内農地です。転用目的は牛舎、堆肥舎で、牛の増頭にあた

り、既設牛舎のある敷地では足りないためとの事です。農用地区

域内農地で、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴衆案件と

なります。本申請地につきましては、令和４年４月総会で、農用

地用途変更の意見照会も農政課より来ており、令和４年５月で用

途区分変更が完了しています申請地となっております。以上で説

明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１６番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 
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議 長 

はい、１６番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

については、農用地区域内農地でありますが、農用地利用計画指

定用途に該当する為、問題はございません。申請地の位置です

が、○○から南東に約２２０ｍの位置になります。被害防除現況

につきましては、東が農道、西が市道、南が市道、北が畑となっ

ております。申請実現の確実性でございますが、自己資金証明、

融資証明、補助金決定通知書も揃っており、確実であります。条

件および特記事項につきましては、特にございません。総合意見

としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴衆案件とし、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 

 

これより、議案第４号、農地法第４条の規定による許可申請の

処分決定についての、１番から４番までについて、質疑に入りま

す。質疑のある委員は、挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。議案第４号、農地法第４条の規定

による許可申請の処分決定についての、１番から４番までについ

て、原案のとおり許可することに賛成の委員は挙手をお願いしま

す。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第 4号、農地法第４条の規定による許可

申請の処分決定についての、１番から４番までについては、原案

のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。なお、４番につ

きましては、県農業委員会ネットワーク機構の決議に該当します

ので、「意見聴取」いたします。 

 

――― 日程第７ 議案第５号(１５件) ――― 

 

次に、日程第 7、議案第 5号、農地法第５条の規定による許可
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申請の処分決定について、議題に供します。１番から、15番まで

について、説明をお願いします。まず、１番について、事務局の

説明を求めます。 

 

議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の処分決定に

ついて、ご説明いたします。総会資料は、９ページから１３ペー

ジでございます。今月の申請件数につきましては、１５件であり

ます。１番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、

譲渡人は、○○、土地の所在は、船津の田の１筆、面積は１,０４

１㎡となっております。所有権移転で、農地区分は令和４年７月

総会で、農用地区域からの除外申請が議案としてだされ、令和４

年１２月６日付けで、農用地区域からの除外が完了し、その後は

第１種農地になっております。転用目的は建売住宅で、建売住宅

３棟を建設したいとのことです。第１種農地で、県農業委員会ネ

ットワーク機構への意見聴衆案件となっております。以上で説明

を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、1番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第１種農地であるが、第１種農地の不許可の例外である集落

接続施設に該当する為、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、東に、約８０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が県道、西が田、南が畑、北が市道です。申請実現の確実性と

しましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件および

特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、県農業委員化ネット

ワーク機構への意見聴衆案件とし、現地調査委員としましては、

許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきまして、ご説明いたします。借人は、○○、貸人

は、○○、土地の所在は、加治木町木田の畑が１筆、面積は２９
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議 長 

 

 

委 員 

 

 

 

 

７㎡となっております。隣接の雑種地との一体利用で、全事業面

先は、１,６２１㎡となっております。賃借権の設定で、農地区分

は、第３種農地です。転用目的は、店舗です。コンビニエンスス

トア店舗を建設したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員１番、推進委員です。調査報告いたします。農

地区分は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置

は、○○から、東に、約２０ｍの位置です。被害防除現況としま

しては、東が宅地、西が雑種地、南が宅地、北が宅地です。申請

実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地

調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わ

ります。 

 

次に、３番について、事務局の説明を求めます。 

 

３番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、平松の畑が１筆、面積は３８４㎡と

なっております。隣接の宅地と一体利用する計画で、全体面積は

６６１.１９㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第

３種農地です。転用目的は、宅地造成です。２区画の宅地造成を

したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、９番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、９番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、南東に、約１５０ｍの位置です。被害防除現況としまして

は、東が市道、西が宅地、南が宅地、北が県道です。申請実現の

確実性としましては、自己資金証明、融資証明もあり、確実であ
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ります。条件および特記事項は、特にありません。総合意見とし

まして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、

現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報告を

終わります。 

 

次に、４番について、事務局の説明を求めます。 

 

４番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、加治木町小山田の畑が３筆、面積は

２１８.５４㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第

２種農地です。転用目的は、資材置場です。資材の搬入や使用に

活用したいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、２番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、２番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第２種農地であるが、その他農地に該当する為、問題ありま

せん。申請地の位置は、○○から、南西に、約１００ｍの位置で

す。被害防除現況としましては、東が田、西が田、南が市道、北

が市道です。申請実現の確実性としましては、自己資金証明もあ

り、確実であります。条件および特記事項は、防塵対策を行う事

であります。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般

基準について調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見

であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、５番について、事務局の説明を求めます。 

 

５番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、加治木町木田の田が４筆、面積は１,

７１１㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第１種

農地です。転用目的は、駐車場です。経営している病院の従業員

駐車場として利用したいとの事です。第１種農地で、県農業委員

会ネットワーク機構への意見聴衆案件となっております。以上で

説明を終わります。 
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ただいまの説明に関連して、１番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第１種農地であるが、第１種農地の不許可の例外である集落

接続施設に該当する為、問題ありません。申請地の位置は、○○

の隣接地です。被害防除現況としましては、東が市道と田、西が

田、南が宅地、北が農道と田です。申請実現の確実性としまして

は、自己資金証明もあり、確実であります。条件および特記事項

は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地

及び一般基準について調査の結果、県農業委員会ネットワーク機

構への意見聴衆案件とし、現地調査委員としましては、許可意見

であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、６番について、事務局の説明を求めます。 

 

６番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、三拾町の田が２筆、面積は３,３７２

㎡となっております。隣接の宅地と一体利用で、全体面積は、３,

７１２.００㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第

１種農地です。転用目的は、建築条件付売買予定地です。１２区

画の宅地造成を行いたいとの事です。第１種農地で、全体面積も

３０ａを超えるとのことで、県農業委員会ネットワーク機構への

意見聴衆案件となっております。また、全体面積が３,０００㎡を

超えているので、都市計画法における県の開発許可が必要とな

り、農地転用の許可は、県の開発許可と同時での許可を予定して

おります。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第１種農地であるが、第１種農地の不許可の例外である集落

接続施設に該当する為、問題ありません。申請地の位置は、○○
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から、西に、約６０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が県道と宅地、西が田と農道、南が田と宅地、北が宅地と水路

です。申請実現の確実性としましては、融資証明もあり、確実で

あります。条件および特記事項は、県の許可に合わせてとのこと

です。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、県農業委員化ネットワーク機構への意見聴衆

案件とし、現地調査委員としましては、許可意見であります。以

上で報告を終わります。 

 

次に、７番について、事務局の説明を求めます。 

 

７番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、平松の畑が１筆、面積は８７２㎡と

なっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地です。

転用目的は、宅地造成です。４区画の宅地造成を行いたいとの事

です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、９番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、９番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、南に、約１８０ｍの位置です。被害防除現況としまして

は、東が宅地、西が市道、南が市道、北が畑です。申請実現の確

実性としましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件

および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転用

許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員

としましては、許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、８番について、事務局の説明を求めます。 

 

８番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、西餅田の畑が１筆、面積は１９０㎡

となっております。隣接の宅地との一体利用で、全事業面積は、

５６３.１７㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第
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３種農地です。転用目的は、宅地造成です。１区画の宅地造成を

行いたいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、９番、農業委員に、調査の結果並

びに補足説明をお願いします。 

 

はい、９番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、南東に、約２００ｍの位置です。被害防除現況としまして

は、東が市道、西が転用許可地、南が転用許可地、北が宅地で

す。申請実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確実

であります。条件および特記事項は、特にありません。総合意見

としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の結

果、現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で報

告を終わります。 

 

次に、９番について、事務局の説明を求めます。 

 

９番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲渡

人は、○○、土地の所在は、平松の畑が１筆、面積は４４３㎡と

なっております。議案第４号の３番と一体利用しまして、全事業

面積は、１,１８４㎡となっております。所有権移転で、農地区分

は、第３種農地です。転用目的は、宅地造成です。４区画の宅地

造成を行いたいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１０番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、南に、約１０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が畑、西が畑、南が私道、北が市道です。申請実現の確実性と

しましては、自己資金証明もあり、確実であります。条件および

特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としま
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しては、許可意見であります。以上で報告を終わります。 

 

次に、１０番について、事務局の説明を求めます。 

 

１０番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、松原町の畑が２筆、面積は２３２

㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第３種農地で

す。転用目的は、宅地造成です。１区画の宅地造成を行いたいと

の事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１０番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、北に、約２１０ｍの位置です。被害防除現況としまして

は、東が市道、西が宅地、南が宅地、北が宅地です。申請実現の

確実性としましては、自己資金証明もあり、確実であります。条

件および特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転

用許可基準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委

員としましては、許可意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

次に、１１番について、事務局の説明を求めます。 

 

１１番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、東餅田の田が５筆、面積は５７６

㎡となっております。隣接の雑種地とも一体利用し、全体面積

は、９２０㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第

３種農地です。転用目的は、宅地造成です。１区画の宅地造成を

行いたいとの事です。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 
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はい、１２番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、東に、約１０ｍの位置です。被害防除現況としましては、

東が市道と雑種地、西が鉄道用地、南が宅地、北が宅地と雑種地

です。申請実現の確実性としましては、自己資金証明もあり、確

実であります。条件および特記事項は、特にありません。総合意

見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準について調査の

結果、現地調査委員としましては、許可意見であります。以上で

報告を終わります。 

 

次に、１２番について、事務局の説明を求めます。 

 

１２番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、東餅田の田５筆と畑が１筆、面積

は２,５８４㎡となっております。隣接の宅地とも一体利用し、全

体面積は２８２９.６１㎡となっております。所有権移転で、農地

区分は、第３種農地です。転用目的は、宅地造成です。１２区画

の宅地造成を行いたいとの事です。隣の隣接農地の用水路を確保

することと、条件を付しています。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、１０番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１０番、農業委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○

から、北東に、約５００ｍの位置です。被害防除現況としまして

は、東が田と宅地、西が市道、南が農道、北が水路です。申請実

現の確実性としましては、自己資金証明、融資証明もあり、確実

であります。条件および特記事項は、隣接農地への用水路の確保

です。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一般基準に

ついて調査の結果、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。以上で報告を終わります。 

 

次に、１３番について、事務局の説明を求めます。 
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１３番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、蒲生町北の田が２筆、面積は２,７

３３㎡となっております。議案第３号の２番、事業計画変更申請

と関連がある案件となっております。賃借権の設定となりまし

て、農地区分は、農用地区域内農地です。転用目的は、駐車場で

す。令和２年度予定のかごしま国体が、令和５年度に延期になっ

た為、一時転用の１年間の延期を申請したいとのことです。令和

６年の３月３１日までの一時転用となり、その期間までに、農地

に復元することの条件を付しての許可を予定しております。ま

た、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴衆案件となってお

ります。以上で説明を終わります。 

 

本件につきましては、議案第３号の２番で、推進６番、推進委

員より報告済でありますので、調査の結果並びに補足説明につき

ましては、省略いたします。次に、１４番について、事務局の説

明を求めます。 

 

１４番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、加治木町木田の田が１筆と畑が２

筆、面積は２,１５２㎡となっております。隣接の雑種地とも一体

利用し、全体面積は、３,１３０㎡となっております。賃借権の設

定で、農地区分は、第３種農地です。転用目的は、資材置場で

す。木村ブロック工業に貸付けて、資材置場として利用したいと

の事です。始末書が参考資料の７３ページに添付されておりま

す。内容としましては、令和４年の１０月頃から、すでに申請地

を資材置場として使用しているとのことで、転用に関する指導を

行い、追認での許可を得ようとするものです。全体面積が３０ａ

を超えていますので、県農業委員会ネットワーク機構への意見聴

衆案件となっております。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第３種農地であり、問題ありません。申請地の位置は、○○
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から、南西に、約３７０ｍの位置です。被害防除現況としまして

は、東が農道、西が雑種地と田、南が田、北が市道と田です。申

請実現の確実性としましては、すでに転用済であり、確実であり

ます。始末書が添付されております。条件および特記事項は、特

にありません。総合意見としまして、転用許可基準の立地及び一

般基準について調査の結果、県農業委員化ネットワーク機構への

意見聴衆案件とし、現地調査委員としましては、許可意見であり

ます。以上で報告を終わります。 

 

次に、１５番について、事務局の説明を求めます。 

 

１５番につきまして、ご説明いたします。譲受人は、○○、譲

渡人は、○○、土地の所在は、蒲生町久末の畑が１筆、面積は４

５㎡となっております。所有権移転で、農地区分は、第２種農地

です。転用目的は、進入路です。駐車場への進入路として利用し

たいとの事です。こちらの申請地が昨年の８月に３条許可で取得

しておりましたので、今回の５条申請に至った経緯を参考資料の

７８ページに掲載しております。内容としましては、昨年、山

林、宅地をまとめて購入時に、こちらの畑も頼まれて購入したと

のことですが、駐車場への大型車の出入りが難しく譲ってほしい

との話があり、転用申請に至ったとの理由書が添付されておりま

す。以上で説明を終わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員６番、推進委員に、調査

の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、６番、推進委員です。調査報告いたします。農地区分

は、第２種農地であるが、その他農地に該当する為、問題ありま

せん。申請地の位置は、○○から、南東に、約８０ｍの位置で

す。被害防除現況としましては、東が市道、西が転用許可地、南

が宅地、北が農道です。申請実現の確実性としましては、自己資

金証明もあり、確実であります。理由書があります。条件および

特記事項は、特にありません。総合意見としまして、転用許可基

準の立地及び一般基準について調査の結果、現地調査委員としま

しては、許可意見であります。以上で報告を終わります。 
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これより、議案第５号、農地法第５条の規定による許可申請の

処分決定についての、１番から、１５番までについて、一括して

質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。議案第５号、農地法第５条の規定

による許可申請の処分決定についての、１番から、１５番までに

ついて、原案のとおり許可することに賛成の委員は挙手をお願い

します。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第５号、農地法第５条の規定による許可

申請の処分決定についての、１番から、１５番までについては、

原案のとおり意見決定及び許可が決定いたしました。なお、１

番、５番、６番、１３番、１４番につきましては、県農業委員会

ネットワーク機構の決議に該当しますので、「意見聴取」いたしま

す。ここで休憩に入ります。 

 

――― 日程第８ 議案第６号(１件) ――― 

 

日程第８、議案第６号、非農地証明願について、議題に供しま

す。１番について、事務局の説明を求めます。 

 

議案第６号、非農地証明願について、ご説明いたします。総会

資料は１４ページになっております。今月の申請件数は１件とな

っております。それでは、１番につきましてご説明いたします。

申請人は○○、土地の所在は、寺師の１筆で９３１㎡です。農地

区分は、第１種農地で、現況は宅地であります。昭和４０年に親

が建築し、現在に至っているとのことです。今回申請人が親から

相続した際に、地目が畑であることが判明し、非農地証明願の申

請に至ったところです。以上で説明を終わります。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事務局 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１２番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、推進委員１２番、推進委員です。調査報告いたします。

申請地の位置は、○○から、北に、約２５０ｍの位置です。現況

としましては、東が県道、西が宅地、南が畑と宅地、北が宅地と

なっております。非農地として認める、やむえない理由としまし

て、宅地となってから、すでに５７年以上経過しているもので、

やむ得ないものと認めます。条件および特記事項は、特にありま

せん。総合意見としまして、現地調査委員としましては、承認意

見であります。以上で報告を終わります。 

 

これより、議案第６号、非農地証明願についての、１番につい

て、質疑に入ります。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

〔質疑・意見なし〕 

 

それではお諮りいたします。議案第６号、非農地証明願につい

ての、１番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は

挙手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第６号、非農地証明願についての、１番

については、原案のとおり承認することに、決定いたしました。 

 

――― 日程第９ 議案第７号(２件) ――― 

 

次に、日程第９、議案第７号、農業振興地域整備計画の変更

（除外）について、議題に供します。１番と２番について、説明

をお願いします。まず、１番について、事務局の説明を求めま

す。 

 

議案第７号、農業振興地域整備計画の変更（除外）について、
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議 長 

 

 

委 員 

ご説明いたします。総会資料は１５ページになります。今月の意

見照会件数につきましては、農用地除外件数が２件となっており

ます。それでは、１番につきましてご説明いたします。申請人

は、○○、土地の所在は蒲生町久末の田が１筆で１,４２０㎡。グ

ラウンドゴルフ場の拡張の用途であります。隣接地に既存のグラ

ウンドゴルフ場があり、拡張し、申請人が代表を務める○○に貸

し出して、利用していきたいとのことです。以上で説明を終わり

ます。 

 

ただいまの説明に関連して、１２番、農業委員に、調査の結果

並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１２番、農業委員です。調査報告いたします。申請地の

位置は、○○から、北に、約７０ｍの位置です。現況としまして

は、東が農道、西が水路、南が雑種地、北が水路となっておりま

す。申請実現の確実性としまして、申請地は、既存のグラウンド

ゴルフ場の隣接地でもあり、確実であると思われます。条件およ

び特記事項は、特にありません。総合意見としまして、現地調査

委員としましては、承認意見であります。以上で報告を終わりま

す。 

 

次に、２番について、事務局の説明を求めます。 

 

２番につきましてご説明いたします。申請人は、○○、土地の

所在は大山の田が１筆で１４９㎡。現在は農地ですが、変更後は

通路としてとの事です。昭和５３年から隣接地の居宅の通路とし

て既に使用しており、通路部分が田のままで、今回、通路になっ

ている部分を田から分筆し、その部分を農用地から除外し、転用

と、現況により手続きをおこないたいとの事です以上で説明を終

わります。 

 

ただいまの説明に関連して、推進委員１１番、推進委員に、調

査の結果並びに補足説明をお願いします。 

 

はい、１1番、推進委員です。調査報告いたします。申請地の
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議 長 

 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

 

位置は、○○から、東に、約３０ｍの位置です。現況としまして

は、東が市道、西が宅地、南が田、北が田となっております。申

請実現の確実性としまして、すでに転用済の為、確実でありま

す。条件および特記事項は、特にありません。総合意見としまし

て、現地調査委員としましては、承認意見であります。以上で報

告を終わります。 

 

これより、議案第７号、農業振興地域整備計画の変更（除外）

についての、１番と２番について、質疑に入ります。質疑のある

委員は挙手をお願いします。 

 

はい、１５番農業委員です。参考資料の８９ぺージを見ます

と、面積が１,０７１㎡ですが、９０ページの申請書には１,０７

２㎡と記載がされています。どうして異なるのか説明をお願いし

ます。 

 

昭和５３年の登記時の測量では、１,０７２㎡でありましたが、

今回、改めて測量したところ、１４９.１２㎡と９２２.８７㎡、

合わせて１,０７１.９９㎡となり、０.０１㎡の違いが生じたとこ

ろです。 

 

はい、了解しました。 

 

他にございませんか。それではお諮りいたします。議案第７

号、農業振興地域整備計画の変更（除外）についての、１番と２

番について、原案のとおり承認することに賛成の委員は挙手をお

願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第７号、農業振興地域整備計画の変更

（除外）についての、１番と２番については、原案のとおり承認

することに、決定いたしました。 
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――― 日程第 10 議案第８号(２件) ――― 

 

次に、日程第１０、議案第８号、農地あっせん申出（借受希

望）について、議題に供します。１番と２番について、事務局の

説明を求めます。 

 

議案第８号、農地あっせん申出、借り受け、希望について、ご

説明いたします。総会資料は、１６ページです。今月の申請につ

きましては借り受け２件、となっております。参考資料につきま

しては、９５ページからになりますので、審議の参考としてくだ

さい。それでは、１番をご説明いたします。内容につきまして

は、借り受けです。申請者は、加治木町反土の株式会社○○、希

望地区は、加治木町小山田地区で、最終的には２ヘクタール借り

受けたいとのことで、借り受け条件は、期間が５年間、小作料

が、１０ａあたり１万円とのことです。栽培予定作物は、桑の葉

の生産です。次に２番をご説明いたします。内容につきまして

は、借り受けです。申請者は○○、希望地区は、加治木町楠原地

区で、３,０００㎡借り受けたいとのことで、借り受けの条件は、

期間が５年間、小作料は農業委員会に一任ということです。栽培

予定作物は、ブルーベリーの生産です。 

 

これより、議案第８号、農地あっせん申出（借受 希望）につ

いての、１番と２番について、質疑に入ります。質疑のある委員

は挙手をお願いします。 

 

はい、１２番農業委員です。２番の案件ですが、年齢は何歳で

すか。新規参入は歓迎ですが、資料を見る限りでは、3反で、農

業用機械は草払い機 1台、これでブルーベリーを栽培するとなれ

ば、歓迎より不安が先に来ます。 

 

年齢は後程、確認いたします。 

 

このような受付では困ります。広い畑を希望されております

が、この案件は、もう少し打ち合わせをしていただいて、どのよ

うにされるのか、5年後に買受をされるのか等まで、確認してい
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議 長 

 

 

 

 

 

ただき、提出いただきたい。他にもっていらっしゃる機械類があ

れば、記載していただきたい。 

 

この案件は、今回保留とし、更に詰めていきたいと考えます。 

 

はい、8番農業委員です。一点お願いがあります。以前もあっ

たのですが、3番目の農業従事者の氏名等のところは、何歳かを

書いていただきたいと要請したのですが、保有している農機具等

も含め、ちゃんとチエックをして、総会に議案として提出してい

ただきたい。 

 

今後、そのようにしていきます。 

 

はい、17番農業委員です。このケースは非常に興味のある案件

ですが、今後はどのような農業をしていきたいのか、観光農園的

なことも考えているのか、５年、１０年後にも興味がわくところ

です。特に、新規就農であれば、われわれも把握しておきたい。

また、新しい形で、半農半Ｘ、観光農園なども考えているのか、

わかるような内容で示してくださいと、ぜひ、依頼いたします。 

 

話を詰めていきたいと思います。 

 

他にありませんか。それでは、お諮りいたします。議案第８号 

農地あっせん申出（借受 希望）についての１番について、原案

のとおり受理、2番については保留することに賛成の委員は、挙

手をお願いします。 

 

〔賛成多数〕 

 

賛成多数により、議案第８号、農地あっせん申出（借受 希

望）についての１番については、原案のとおり受理、2番につい

ては保留することに、決定いたしました。次に、ただいま承認さ

れました議案第８号、農地あっせん申出に係る、地区あっせん委

員の選出について、協議していただきます。地区委員の方々か

ら、選出していただきたいと思います。自薦、他薦のいずれでも
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よろしいです。 

 

はい、推進委員 4番、推進委員です。やります。 

 

他にいませんか。それでは、推進委員 4番 推進委員にお願

いします。よろしくお願いします。 

 

――― 日程第１１ ――― 

 

次に、日程第１１、農地あっせんの経過報告について、進展が

ありましたら報告をお願いします。まず、事務局からの報告をお

願いします。 

 

農地あっせんの報告につきましては、今月は特にありませんで

した。以上で、事務局の報告を終わります。 

 

委員のみなさまから、何か報告等ございませんか。 

 

〔報告無し〕 

 

それでは、この案件は報告ですので、これで終わります。 

 

――― 日程第１２ ――― 

 

次に、日程第１２、農地利用集積計画（貸借）の合意解約報告

について、事務局の報告を求めます。 

 

農地利用集積計画（貸借）の合意解約を報告いたします。12月

は、１１件提出されております。内容につきましては、別紙、合

意解約、１２月分をのちほどご確認ください。以上で報告を終わ

ります。 

 

ただいまの報告に関し、発言のある方は、挙手をお願いしま

す。 
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〔発言 無し〕 

 

それでは、この案件も報告ですので、これで終わります。 

 

――― 日程第１３ ――― 

 

次に、日程第１３、その他ですが、委員の皆さんから、何かご

ざいませんか。 

 

「農業者年金 農業新聞購読加入推進に関する報告」 

 

事務局からは、何かありませんか。 

 

はい、３条関係で報告があります。令和４年の９月の総会で豊

留の田、１筆について、買受適格者の決定をしておりましたが、

その件について１２月６日入札の決定があり、落札者○○より、

１２月１５日に、農地法３条の単独申請がありました。これにつ

きましては、９月の総会時に買受適格者証明願いの事業内容と異

なる場合を除き、３条を許可するとの決定をしており、提出され

た事業内容は同一でありましたので、農地法３条の許可書を交付

しております。以上で報告といたします。 

 

今の報告に対し、質問はありますか。他にありませんか。それ

では、以上をもちまして、令和４年度、第９回姶良市農業委員会

総会を閉会いたします。 

 

姿勢を正してください。一同礼。 

 

 

議事録署名委員 

           署名委員            

署名委員            
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